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第１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

 

平成 19 年 6 月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され、

平成 20 年度から、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状

況について、教育委員会自らが点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、議会に提出するとともに、公表することが義務付けられました。また、点検及び

評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものと

するとされました。 

 

【根拠法令】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1 項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 4項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな

ければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 

 

 

第２ 平成 29年度 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方

針について 

 

新宿区教育委員会では、平成 29 年第 6 回教育委員会定例会において議決した「平

成 29 年度 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針」に基

づき、点検及び評価を実施します。 

 

１ 実施目的 

(1) 教育委員会が、教育に関する事務及び執行状況を点検及び評価し、課題や今後の

改善の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 

(2) 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、議会に報告するとともに、公表す

ることにより、区民への説明責任を果たし、信頼される教育行政の推進を図る。 

 

２ 点検及び評価の対象 

 新宿区教育ビジョンに掲げる全ての個別事業とする。 

  



2 

３ 実施方法 

(1) 点検及び評価は、個別事業の前年度の進捗状況を総括するとともに、課題や今後

の方向性を示すものとする。 

(2) 学識経験者の意見を聴取した上で実施する。 

(3) 10月の教育委員会定例会において点検及び評価の結果をまとめた報告書を決定し、

翌年度の事業実施方針及び予算見積もりに反映する。また、報告書は区議会へ提出

するとともに公表する。 

 

 

第３ 点検及び評価会議の実施 

 

○ 日時 7 月 18 日 14:00～16:00 

○ 本庁舎 6 階 第二委員会室 

○ 学識経験者 

・ 児島 邦宏 氏 東京学芸大学名誉教授 

・ 菅野 靜二 氏 元早稲田大学大学院教職研究科教授 

・ 村上 祐介 氏 東京大学大学院教育学研究科准教授 

○ 内容 

平成 28 年度個別事業実績説明及び意見聴取 

 

 

第４ 平成 28年度新宿区教育委員会の活動について 

 

新宿区教育委員会の会議は原則として毎月第一金曜日に定例会を開催し、必要に応じ

臨時会を開催しています。 

なお、新宿区教育委員会は、平成 28 年 4 月 1 日に教育委員会制度改革によって設け

られた新たな教育長制度に移行しました。 

平成 28 年度は、定例会 12 回、臨時会 5 回を開催し、議案 36 件、報告 41 件につい

て審議等を行いました。 

 

＜主な審議等＞ 

 学校選択制度については、「学校選択制度の見直し方針（案）」について、パブリック・

コメント及び地域説明会を実施し、保護者や地域の方々への丁寧な説明を行ったうえで、

平成 29 年 3 月に「学校選択制度の見直し方針」を決定しました。この「学校選択制度

の見直し方針」では、「(1)小学校の学校選択制度は「廃止」する」「(2)中学校の学校選

択制度は「維持」する。ただし、中学校の学校選択制度について、今後の新入学生徒数

や人口動態、また社会状況等の変動があった場合には、見直しを行う」「(3)見直し方針
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（実施時期）については、平成 30 年度の区立小・中学校の入学に反映する」という方

針を決定しました。 

 下落合図書館の平成 29 年 3 月の開館のため、同図書館を管理する指定管理者として

株式会社図書館流通センターを指定しました。 

 また、愛日小学校新校舎（北町 26 番地）の竣工に伴い、仮校舎であった旧都立市ヶ

谷商業高等学校（矢来町 6 番地）から新校舎に移転するため、新宿区立学校設置条例の

改正について審議しました。 

 

 

＜主な取り組み＞ 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を、これからの国際社会・

共生社会を生きる子どもたちにとってまたとない機会と捉え、平成 28 年度から区独自

のオリンピック・パラリンピック教育を開始しました。具体的には、希望する児童・生

徒を対象に、英語だけの環境に身を置く2泊3日の英語キャンプを新たに実施しました。

また、日本の伝統文化体験教室を全小学校で実施するなど伝統文化理解教育の充実を図

るとともに、ブラインドサッカーをはじめとした障害者スポーツ体験事業を実施するな

ど障害者理解教育に取り組みました。 

 発達障害等の児童への指導・支援の充実を図るため、全区立小学校にまなびの教室（特

別支援教室）を開設しました。まなびの教室では、拠点校の教員が児童の在籍する学校

を巡回して指導することで、児童が在籍学級での適応状態に応じた、きめ細かな指導を

受けることができるようになり、児童の実態に即した指導等に向けた体制が整いました。 

 外国籍等の生徒への教育支援として、平成 28 年度から、日常会話はできても、学年

相当の学習言語が不足し、学習活動の参加に支障が生じている中学校 3 年生を対象に、

進学に向けた日本語サポート指導を新たに開始し、支援の充実を図りました。 

 このほか、平成 29 年 3 月、旧中央図書館跡地に新たな地域図書館として下落合図書

館を開設し、読書環境の一層の充実に取り組みました。 
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＜教育委員会の会議以外での教育委員の活動＞ 

教育委員は、定期的に学校を訪問し、学校の経営方針等の説明を受けるとともに、授

業の様子や施設の状況等を視察し、学校の実態把握に努めています。また、教育委員会

が指定した学校が 1～2 年間かけて研究した成果を発表する研究発表会に出席したほか、

新宿区立中学校生徒会役員交流会で生徒会役員の生の声を聞き、保護者代表者懇談会で

ＰＴＡ役員の方々と意見交換を行いました。 

また、平成 28 年度に開始した英語キャンプについて、現地での実施状況を把握する

ため女神湖高原学園を訪れ、小学校の部及び中学校の部を視察しました。 

今後も、学校訪問などの機会を通じて、教員や保護者などとの意見交換の場を持ち、

現場の実態を踏まえ、教育の諸課題に的確かつ迅速に対応していきます。 

また、新宿区総合教育会議では、「教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実

情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策について」を議

題として、区長と意見交換を行い教育の課題の共有を図りました。 

 

学校訪問実施校数：21 校 

研究発表校数：2 校 

新宿区総合教育会議：①平成 28 年 6 月 23 日 ②平成 28 年 11 月 16 日 

 新宿区立中学校生徒会役員交流会：平成 28 年 12 月 25 日 

 保護者代表者懇談会：平成 29 年 1 月 18 日 
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第５ 新宿区教育ビジョンの概要 ～3つの柱と 14の課題～ 

 

 

 

 

 

変化の激しい時代を担う子どもたちは、社会において自立的に生きるため、知・徳・

体のバランスのとれた「生きる力」を身につける必要があります。子どもの学力や学習

の状況、心や体の状況など様々な課題を的確にとらえ、子どもたちの力を着実に伸ば

す、より質の高い学校教育を実現します。 

 

課題１ 確かな学力の向上 

○ 義務教育で身に付けるべき基礎学力を保証するために、特に、基礎的・基本的な学力が

十分身に付いていない子どものための対策を講じ、すべての子どもが確実に基礎学力を身

に付ける指導を徹底します。 

○ 変化の激しい時代に求められる思考力・判断力・表現力等を養うため、活用型・探究型の

学習指導を実践します。また、異なる文化との共存や国際協力の必要性があることや、環境

問題やエネルギー問題といった地球規模での課題解決のための科学技術系の人材育成

が求められていることから、外国語教育と理数教育を充実します。 

○ 学習意欲を高めるため、主体的に学ぶ機会を充実します。また、家庭における学習習慣

の定着に向けた取組みを進めます。 

 

課題２ 豊かな心と健やかな体づくり 

○ 豊かな人間性や社会性をはぐくみ、子ども一人ひとりに自信をもたせ、自分自身を肯定的

に受け止め、良い面を見い出すことができる感情を養います。 

思いやりの心を育て、互いの命の大切さについても考えさせるとともに、子どもたちが社会

における自己の役割について考え、社会の一員であることの認識を深めます。 

また、伝統文化理解と郷土新宿に愛着をもち地域の発展に寄与したいと思う気持ちを育

成します。 

○ スポーツを通じて健康づくりや体力の向上に向けた取組みを進めるとともに、学校・家庭・

地域が連携して、積極的に運動やスポーツに親しむ習慣や意欲・能力を育成します。 

子どもたちの心身のバランスのよい発達のため、家庭と連携し、望ましい食習慣等、健康

的な生活習慣の形成を促します。 

○ 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、国際理解教育や英語教育

を一層充実するとともに、自国の伝統文化に対する理解を深め、グローバル社会を担う子ど

もたちの国際感覚を養います。また、障害者に対する理解と思いやりの心を育むとともに、

子どもたちのスポーツへの関心を高め、体力の向上を図ります。 

 

 

     子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現 

柱１ 
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課題３ 言語・体験活動の充実 

○ 調べ学習をはじめとする言語活動を重視した指導により、言語に対する関心や理解を深

め、思考・判断等の知的活動やコミュニケーション、感性・情緒の基盤である言語能力を高

めます。 

○ 教育活動全体を通して、体験的な活動や問題解決的な学習を積極的に取り入れ、子ども

一人ひとりの実践的な態度・能力を育成します。 

○ 子どもの日々の生活のなかに読書の時間を確実に取り入れることができるようにするなど、

読書に親しむ環境を整えます。 

 

課題４ 就学前教育の充実 

○ 就学前の子どもに対する保育・幼児教育の機会を充実するとともに、施設の選択の幅を広

げ、保護者が公私立の幼稚園・保育園・子ども園を個々のニーズに応じて選択できる社会の

実現を図ります。 

○ 区立幼稚園・保育園・子ども園が交流や研修等を継続的に進め、それぞれの良さと特性

を学び合い、互いの保育内容の一層の充実を図ります。また、交流や研修等については、

就学前の子どもの育ちをともに担う、私立の幼稚園や保育園にも働きかけていきます。 

○ 区内の子育て支援を担う施設と十分に連携しながら、幼稚園における子育て支援機能を

充実します。 

 

課題５ 連携教育の推進 

○ 幼児教育・保育と小学校教育との滑らかな接続のため、小学校と幼稚園・保育園・子ども

園との連携を十分に図り、相互の教育と連続性についての共通理解を進めます。 

○ 中学校において、生徒がスムーズに中学校生活をスタートすることができるよう、小学校段

階の教育内容を再度取り上げて繰り返し指導するといった工夫や、小・中学校の教員が授

業を見合う、共同して授業をするなど、相互交流の一層の促進を図ります。 

また、各教科の連携プログラムを活用し、効果的・効率的な学習内容の接続を図り、確か

な学力の向上につなげます。また、小学校において、教科担任制の検討を進めます。 
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子どもの教育において、新宿の伝統・文化を生きた教材として積極的にとり入れ、地

域に根ざした教育を進めていくことが大切です。また、教育に対する保護者や地域の

多様な要請にこたえていくために、家庭・地域・学校がともに学び、ともに育つ関係を実

現します。 

 

課題６ 地域との連携による教育の推進 

○ 地域の住民や保護者等が学校運営や学校評価に参画するしくみを構築します。 

また、地域に開かれ信頼される学校を実現するため、保護者や地域の住民の意見や要望

を的確に反映させ、それぞれの地域の創意工夫を活かした学校づくりを目指します。 

○ 地域に根ざした学校づくりを進めるため、学校と地域をつなぐスクール・コーディネーター

等の一層の活用を図るとともに、地域が学校を支援する組織づくりを支援します。 

また、新宿のまちの特性を活かした教育活動を進めるため、学習教材として、地域の歴史、

芸術、文化等の資源をより積極的に活用します。 

 

課題７ 家庭の教育力の向上と活動支援 

○ 保護者が、家庭教育における自らの役割や重要性を自覚し、自信をもって子どもを育て、

必要なしつけができるような学習の機会や場を充実します。 

また、保護者の学校行事や地域活動への参加のきっかけづくりや、家庭教育等の講座終

了後も自主的な活動や保護者どうしのつながりが継続するしくみづくり等、多様な形態による

家庭の教育力の向上を支援していきます。 

○ 保護者が保護者会へのかかわりや、ＰＴＡ活動への参画意識を高めるための支援体制を

充実させます。 

また、地域振興部や子ども家庭部等と連携し、ＰＴＡ活動と地域のさまざまな活動団体との

協力関係を築いていきます。 

 

課題８ 地域の知の拠点としての図書館の充実 

○ ライフステージに合わせた読書活動を推進し、図書資料の提供だけではない、地域の

人々との学びあいや地域社会におけるさまざまな情報と人の交流を通じて、「情報と出会う」

広がりをもったサービスを提供していきます。また、区内全域に向けての情報発信機能を強

化し、地域や大学等との連携や協働をより一層推進するなど、中央図書館の機能を見直し、

図書館サービスを再構築します。 

地域図書館を身近な「地域の知の拠点」として位置付け、区民の読書活動を支援し、ビジ

ネス情報、医療・健康情報等の区民の知りたい要望にこたえ、生活に役立つ情報支援を行う

など、地域文化の発展に寄与していきます。 

 

     新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現 

柱２ 
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○ 図書館が事業主体となって、家庭や地域、学校と連携して発達段階に応じた読書活動を

推進することにより、子どもが読書を通じて生涯にわたり学習し、自己実現を図るきっかけづ

くりを行います。 

 

課題９ 子どもの安全の確保 

○ 子どもを巻き込んだ事件・事故から子どもの安全を守るため、安全教育や危機回避能力

の育成、危機管理意識の啓発活動を絶え間なく行っていく必要があります。併せて、保護

者や地域の方を巻き込んで、通学路や日頃の生活の場でも子どもの安全を守る意識の向

上を図ります。 

また、メディア等からのさまざまな有害情報やインターネット利用の危険性から子どもを守

るために、学校での情報モラル教育を通して子どもに正しい対応の方法を身に付けさせると

ともに、家庭の協力を得て、家庭等での利用に関するルールづくり等を進めていきます。さ

らに、事件・事故や自然災害から子どもの安全を確保するため、すべての小・中学校におい

て教育指導と施設管理面における学校安全を実現していきます。 

 

 

 

 

 

子どもがよく学び、よく遊び、心身ともに健やかに育つことを目指し、高い資質・能力

を備えた教師が自信をもって指導に当たり、いきいきと活気ある活動を展開する学校

を実現します。 

 

課題 10 学校の適正規模の確保と適正配置 

○ 子どもたちのよりよい教育環境の実現に向け、適正な規模の学校を適正に配置するととも

に、老朽化した学校施設の整備を計画的に進めていきます。 

 

○ 今後、統合等により新校舎を建設する場合、高機能かつ多機能で変化に対応しうる弾力

的な施設環境と健康的で豊かな教育環境を確保し、地域の生涯学習やまちづくりの核とし

ての施設整備を行います。また、自然環境に配慮するとともに、省資源、省エネルギーを考

慮した施設を建設します。 

 

課題 11 学校の経営力の強化 

○ 校長・園長のリーダーシップのもと、組織的で実行力のある学校・園運営を行っていくため、

校長・園長の裁量予算の一定額確保や公募制等の人事権の拡充に向けた取組みを進めま

す。 

また、管理職のリーダーシップの強化や教職員のメンタルヘルス管理も含めた組織マネジ

メント能力の向上を図る研修を充実します。 

○ 学校の情報化による事務の効率化を図るとともに、適切な事務分掌と分担を徹底するなど、

     時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現 

柱３ 
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学校の事務体制の見直しを行います。 

○ 子どもや保護者が自らの通学する学校の特色や教育目標を把握できるよう情報の提供に

努めるとともに、就学制度について検証を行い、適切な運営を図ります。 

 

課題 12 教員の授業力の向上 

○ 教職員それぞれの経験と職層に応じた研修を体系的に実施し、教員の資質・能力の向上

を図ります。また、校・園内研究や研究発表等を通して教員の自主的な研修意欲の高揚を

評価・奨励し、教員が自ら学ぶ意欲をもつ風土の醸成を図ります。 

○ 学校の情報化を進め、「わかる授業」を実践するとともに、教員同士が情報を共有し、相互

に教材を開発・活用できる環境づくりを進めます。 

これにより、児童・生徒の学習意欲の向上や学習理解を深めるとともに、教員間の効率的

な学び合い等、教育の内容・方法・手段等の改善につなげていきます。 

 

課題 13 支援を要する子どもに応じた教育の推進 

○ いじめ、不登校にかかわり、各学校、教育センターにおける取組みを充実させ、ひきこも

り・不登校の児童・生徒の出現ゼロを目指します。 

また、教育センターの教育相談体制を整備するとともに、教育相談室やつくし教室と学校

の連携を進めます。家庭に課題のある場合については、地域のさまざまな機関や民生委員、

児童委員等とのネットワークを広げ、家族ぐるみの支援を行っていきます。 

○ 障害のある子どもたちにとっては、幼児期からの支援が大切であることから、保育園、子ど

も総合センター等との連携を図り、幼児の保護者への働きかけや幼稚園と小学校の保護者

の連携を進め、早期からの支援に努め、就学前から卒業まで一貫した適切な指導や支援を

行うことのできる体制を整備します。 

○ 日本語がわからない状態で日本の学校に転入してくる幼児・児童・生徒が日本の学校生

活に慣れ、日本での生活が円滑に行われるように日本語の初期指導を行うとともに、必要な

教科学習の支援を行います。 

 

課題 14 学校施設の整備 

○ 教育環境の整備として、安心して学べる学校施設を目指し、施設の保全を図るとともに時

代に即した改修を進めていきます。 

また、環境に配慮した学校施設のあり方について、CO₂削減等の環境に配慮した設備の

導入や屋上緑化・壁面緑化の実施等、さまざまな可能性を検討しながら推進していきます。 
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第６ 新宿区教育ビジョンに掲げる 

個別事業の点検及び評価 

 

 

 

（１）点検・評価シート 

 

点検・評価シートの見方 

事業目的・事業概要 各事業の目的や主な内容について記載しています。 

※
年
次
別
計
画
の
記
載
の
あ
る 

  

事
業
の
み 

平成 27年度末の状況 各事業の平成 27年度末における状況を記載しています。 

平成 29年度末の目標 

（平成 28年度当初時点） 

各事業の平成 28 年度当初時点における平成 29 年度末の

目標を記載しています。 

平成 28年度当初の計画 各事業の平成 28年度当初の計画を記載しています。 

平
成
２８
年
度
進
捗
状
況 

(Ａ) 
取組み状況、成果

（数値） 

各事業の平成 28年度の取組みの状況や、実績値等を記載

しています。 

(Ｂ) 
取組み状況の評

価、課題 

(A)欄に対する評価や、平成 29 年度末の目標達成に向け

た課題等について記載しています。 

改善内容、今後の取組み方針 
(B)欄における評価結果や課題等を踏まえ、改善内容や今

後の取組み方針を記載しています。 
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（２）学識経験者の指摘・意見及び教育委員会の対応・判断 

 

＜主な評価対象事業について＞ 

 

① 新学習指導要領を見据えた教育の推進 

 ５ 習得・活用・探究型の学習指導の充実 （教育指導課） 

 ６ 外国人英語教育指導員の配置 （教育支援課） 

 ７ サイエンス・プログラムの推進 （教育支援課） 

１１ 道徳教育の充実 （教育指導課） 

１７ 国際理解教育及び英語教育の推進 （教育支援課） 

１８ 伝統文化理解教育の推進 （教育支援課） 

２４ 言語活動の充実 （教育指導課） 

２５ 体験的な活動の充実 （教育支援課） 

２６ 移動教室等における自然体験活動の実施 （教育支援課） 

 

学識経験者の指摘・意見 教育委員会の対応・判断 

  「習得・活用・探究型の学習指導の充実」に

ついて、本事業の内容が言語活動を重視した授

業実践に限定され、具体的には教育課題研究校

での道徳教育の研究発表となっている。「道徳教

育の充実」や「言語活動の充実」は他に個別事

業があるため、このあたりの事業の関連がどの

ようになっているのか分かりづらい。 

 

・ 本事業「習得・活用・探究型の学習指導の充

実」や「言語活動の充実」は各教科等の日々の

教育実践を通じて実現されるものであることか

ら、教育課題研究校での研究成果を広めること

を手段としています。そのため、現教育ビジョ

ンでは、関連する事業で手段等が重複していま

す。現在策定している新たな教育ビジョンでは、

本事業と「言語活動の充実」を統合し、授業改

善の視点としての「主体的・対話的で深い学び

の実現」を事業名とするとともに、事業目的と

取組み内容との関係が分かりやすくなるよう見

直しを図っています。また、評価にあたっては、

各学校の代表的な取組み等について記載してい

きます。 

  新学習指導要領を見据えた授業改善を進める

上では、保護者や関わりのある地域の人々に、

これからの授業や教育がどのように変わってい

くのかという方向性を周知し、理解してもらえ

るようにすることが重要なことである。 

 

・ 新学習指導要領では、学校と社会が目標を共

有し連携・協働しながら、子どもたちを育む「社

会に開かれた教育課程」の実現が求められてお

り、今後の教育の方向性や学校の方針を保護者

や地域住民に示していくことが必要です。学校

説明会や地域協働学校運営協議会等において、

学校が目標や方針を保護者・地域に周知し、協

力しながら教育を進められるよう、地域協働学

校や学校評価のあり方を検討していきます。 
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  「道徳教育の充実」は学校だけ行うものでは

なく、保護者の関心を高めるために、家庭とと

もに進めていく必要がある。家庭の教育力が低

下している中、道徳教育の充実をどのように家

庭に広めていくかが重要な視点となるのではな

いか。 

 

・ 道徳授業地区公開講座では、授業公開と意見

交換会の二部構成をとっており、道徳の授業を

通して、学校と保護者・地域が考えをお互いに

共有するよう努めています。各学校によって取

組みは異なりますが、例えば保護者の方に一定

数参加していただいたり、地元の民生委員に参

加していただいたりしています。今後も、学校・

家庭・地域の連携による道徳教育を推進してい

きます。 

  「国際理解教育及び英語教育の推進」の英語

キャンプについては、着実に子どもの英語に対

する抵抗感が無くなっていることを実感できる

よい取組みであると感じている。 

  こういった取組みを学校が独自に企画できる

よう、教育委員会が学校の主体的な取組みを支

援できる体制をとることができるとよりよい。 

 

・ 子どもたちが外国人講師との交流を通じて国

際社会や異文化への理解を深めるとともに、自

ら進んで英語でコミュニケーションを取ろうと

する態度を育むために、今後も内容の充実を図

りながら、英語キャンプの取組みを継続してい

きます。 

  また、子どもたちが地域に暮らしている留学

生や外国人等と交流し、英語に親しむ機会を提

供するために、学校の取組みへの支援や、地域

団体との連携等を図っていきます。 

  「習得・活用・探究型の学習指導の充実」に

ついて、教育課題研究校として学校を絞って研

究したものを全校に広げていく形もあると思う

が、若手・中堅・ベテラン等、年代や経験で対

象を絞ってリーダーを育てたり、底上げを図っ

たりするなど、区の実態に則した方法で充実さ

せていくことも検討するとよいのではないか。 

・ 教育委員会では、若手教員やミドルリーダー

等の職層に応じた研修を実施するだけでなく、

夏季休業中に行う研修等でも、対象者を指定し

て担当教科や校務分掌に基づく力量の形成を図

っています。今後も、内容を焦点化した研修等

を通して、リーダーの育成や底上げを図ってい

きます。 

  「外国人英語教育指導員の配置」に関して、

今後小学校の外国語の教科化及び外国語活動の

必修化によって、外国人英語教育指導員（ALT）

の量的な確保という点は問題ないか。 

  また、英語教育アドバイザーはどのような方

が務めているのか。量的・質的な面で問題や課

題がないかといった視点も大切である。 

 

・ 小学校の外国語の教科化及び外国語活動の必

修化により、授業時間数の増加が予定されてい

ます。今後、英語指導のあり方や外国人英語教

育指導員（ALT）の活用方法について検討のうえ、

事業者と調整し、授業時間数に対応した配置が

できるよう指導員を確保していきます。 

  英語教育アドバイザーは現在、英語科を専門

とする退職校長 1 名が務めています。今後、英

語教育アドバイザーの複数名配置や、大学等と

の連携などについても検討していきます。 

また、教員の英語指導力向上のため、学識経

験者などを講師に招聘し、研修の充実を図って

いきます。 
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② 地域との連携・協働による教育の推進 

３６ 地域協働学校（コミュニティ・スクール）の推進 （教育支援課） 

３７ 学校評価の充実 （教育指導課） 

３８ スクールスタッフの活用 （教育支援課） 

３９ スクール・コーディネーターの活動 （教育支援課） 

４０ 文化・芸術等を学ぶ機会の充実 （教育支援課） 

 

学識経験者の指摘・意見 教育委員会の対応・判断 

  学校評価を教育ビジョンに基づき進めること

で、教育ビジョンの 3 つの柱が各学校で実現さ

れているのかどうか、教育委員会の基本施策や

個別事業のどこに力を入れればよいのか浮き彫

りになってくるのではないか。 

 

・ 学校評価の質問項目には区で共通の項目を設

けているため、今年度の学校評価検討委員会で、

教育ビジョンの成果を図るような聞き方等につ

いて検討していきます。 

  地域協働学校における学校評価のあり方とし

て、学校関係者評価については、地域協働学校

運営協議会委員の視点も、委員でない方の外部

評価に近い形での視点も大事である。年によっ

て使い分ける等、今後の学校評価の工夫に期待

したい。 

・ 平成 28・29年度に設置している学校評価検討

委員会において、学校関係者評価や地域協働学

校運営協議会の行う学校評価について、モデル

校での実践を通して検証していきます。 

 

 

③ 教員が子どもたちと向き合うことができる環境づくり 

 ２ 学校サポート体制の充実 （教育指導課） 

１９ 体育指導者等の確保 （教育支援課） 

２３ スクールカウンセラーの派遣 （教育支援課） 

５９ 学校事務の効率化 （教育調整課） 

６５ ICTを活用した教育環境の充実 （教育支援課） 

 

学識経験者の指摘・意見 教育委員会の対応・判断 

  産育休代替教員への研修は、非常によい取組

みだと評価している。今後も区として県費負担

教職員外の教職員への研修を充実させるとよ

い。 

 

・ 産育休代替教員への研修を引き続き実施する

とともに、学習指導支援員等の区費講師など、

児童・生徒にかかわる県費負担教職員外の教職

員への研修の充実を図っていきます。 

 

  教員の負担軽減について、ここで示された「体

育指導者等の確保」等の事業によって、一定の

成果が出ているものと思われる。教員の負担軽

減策の視点からの取組みの成果をより明らかに

していくとよい。 

 

・  区立中学校では文化系・体育系合わせて 128

の部活動のうち、派遣要請のあった 53部に、地

域指導者・区体育協会・スポーツ推進委員協議

会・新宿未来創造財団の人材バンク等から延べ

3,591 人（平成 28 年度実績）の体育指導者等を

配置し、スクールスタッフの活用事業の一環と
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して支援しています。外部の体育指導者等を確

保し、有効活用することによって、教員にとっ

ては負担軽減となり、生徒にとっても専門的な

指導を受けられるなどのメリットがあります。 

  今後も外部人材の活用が積極的に図られる仕

組みの構築に向けて、中学校長会と検討会を設

け、役割分担・配置基準等について協議すると

ともに、効果の把握方法についても検討してい

きます。 

  ICT を活用した教育に熱心な教員や詳しい教

員が各学校に点在していることが考えられるた

め、そういった教員をネットワーキングしたり、

自主的な取組みを支援したりする等の取組みが

行われるとよいのではないか。また、区からの

トップダウン的な取組みだけではなく、教員か

らのボトムアップ的な取組みを区で支援すると

いう視点もあるとよいのではないか。 

 

 

 

・ 平成 29 年度の ICT 機器の更新に際し、ICT管

理職研修、夏季集中研修、ICT推進リーダー研修

を実施し、より多くの職層の教員に ICT を活用

するためのポイントや事例、導入ソフトについ

ての紹介を行います。 

  今後は、各研修を受講した教員が、学校の経

営方針の中で具体的な取組みを創意工夫すると

ともに、新たに構築した学校間共有フォルダを

活用し、各校での研究だけではなく、学校間で

の情報共有や教材研究の推進を図っていきま

す。 

  「ICTを活用した教育環境の充実」と「習得・

活用・探究型の学習指導の充実」の関連が進む

ことで、まさに授業や教育が変わっていく期待

感が生まれる。今後、新宿区の子どもたちや教

員の授業改善の成果を検証していけるとよい。 

 

・ 平成 29 年度は小学校 2 校、中学校 1 校を ICT

教育課題研究校として指定し、研究を進めてい

ます。また、平成 30年度には、研究の成果を区

内の教員に発表する機会を設定する計画です。 

  研究校における研究の成果や課題に基づき、

各校の現状や課題に応じて、ICTを活用した授業

の確立を目指していきます。 
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＜その他の事業について＞ 

 

学識経験者の指摘・意見 教育委員会の対応・判断 

  各事業の最終的な目標は教育目標にどう結び

ついていくかというところであるため、そこに

結びつくような総括・点検の仕方をするとより

分かりやすいのではないか。今後の点検・評価

の報告の仕方と事業内容の整理という視点で検

討がされるとよい。 

  また、教育ビジョンの体系について、課題・

基本施策・個別事業は 1 対 1 の関係に限らず相

互に関連しているものもある。個別事業がどの

課題やどの基本施策に結びついているかという

対応関係をもう少し明確にするとよい。 

 

・ ご指摘のとおり、教育ビジョンは、教育目標

を達成するため、新宿区の目指す教育として 3

つの柱と 14の課題を掲げるとともに、その実現

のための基本施策と個別事業を示したもので

す。点検・評価の実施にあたっても、個々の事

業が教育ビジョン全体の中でどう位置づけられ

ているかを念頭に置いた評価の工夫を検討して

いきます。 

  また、教育ビジョンの体系についても、現在

策定している新たな教育ビジョンの中で、課

題・基本施策・個別事業の結びつきや相互の関

連性を区民にわかりやすく示すことができるよ

う検討していきます。 
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＜総括的な意見＞ 

 

 ●児島 邦宏 氏 

   学習指導要領の変わり目という視点で見たときに、全体として、近頃問題となっているよ

うなさまざまな教育課題を見込んだうえで、事業の取組み状況の評価や今後の取組み方針

が示されている。今後もこの方針を深めていただきたい。 

   一方で、今後の学習の指導方法について、新学習指導要領の実施後も指導の内容自体は大

きく変わらないと思うが、「主体的・対話的で深い学び」をどのように展開していくのか、

一番肝心な部分の今後の方策がまだ具体的に見えない。学習指導の充実の部分について、

さらに検討を加え、事業内容を見直していくことが重要である。 

 

 

 ●菅野 靜二 氏 

   今、課題となっているのは、教員の多忙化の問題である。新宿区のそれぞれの事業は非常

に素晴らしいと思いながらも、その事業の効果を測るためには調査をしなければならず、現

場の教員の協力も得なければならないが、教育委員会からのアンケートや調査等に対応する

ことも教員にとっては大変である。一つ一つの事業を大事にしながら、それでいてなお、教

員の負担軽減を図るためには何ができるのか、考えていく必要がある。今後の課題として取

り組まれたい。 

 

 

 ●村上 祐介 氏 

   新学習指導要領の実施と、それに伴う教員の多忙化が今後の課題と考える。 

 また、今後、教員の年齢構成に一層変化が生じてくる。30 歳前後の年齢がボリュームゾ

ーンになってくると思うが、若手の時は手厚いサポートがあっても、6・7 年目以降になる

とサポートも薄くなりがちである。この時期は産休・育休等、キャリア的にも変わり目の世

代なので、若手やミドルリーダーだけではなく、30 歳前後のボリュームゾーンの教員に対

する支援について新宿区としてできることがあると思われるので、検討されたい。 
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＜まとめ＞ 

 ～総括的な意見を踏まえた取組みの方向性と新たな教育ビジョンの策定に向けて～ 

 

○ 平成29年度の点検及び評価では、教育ビジョンに掲げる全ての個別事業について取組み

の進捗状況や成果を総括するとともに、新学習指導要領を見据えた教育の推進や、地域と

の連携・協働による教育の推進、教員が子どもたちと向き合うことができる環境づくりと

いった、新たな教育ビジョンの策定に向けて大切な視点となる教育課題について、学識経

験者からの意見をいただきました。個別事業全体では概ね目標を達成しており、新宿区が

目指す教育の実現に向け、着実に個別事業の実施に取り組んできたものと考えています。 

 

 ○ 新学習指導要領については、小学校では平成 32年度、中学校は平成 33年度の全面実施に

向けた対応が求められています。これまでの教育実践の蓄積を活かしながら、子どもたち

の知識の理解の質を高め、これからの時代に必要な資質・能力を育む「主体的・対話的で

深い学び」の実現に向けて授業の工夫・改善を図るとともに、新学習指導要領を踏まえた

教育内容の一層の充実に取り組んでいきます。 

 

 ○ 学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化する中、教員の長時間労働の改善が課題となっ

ています。今年度実施した教員の勤務実態調査の結果を踏まえ、引き続き、業務改善や働き

方の意識改革、部活動を支える環境整備等、具体的な取組みを検討し、実施していきます。 

   また、教員が豊かな見識と知見・専門性を持ち、子どもの変化に気付き寄り添うことがで

きる人間性・感性を持ち続けるための資質・能力の向上に向け、経験と職層に応じた効果的

な研修の充実を図ります。 

 

○ 平成21年3月に策定した新宿区教育ビジョンでは、「教育目標」を達成するため、策定か

ら概ね10年間の新宿区の目指す教育として「3つの柱と14の課題」及びその実現のための「基

本施策」と「個別事業」を示し、これらを着実に推進してきました。 

  教育委員会は今年度、教育をめぐる状況の変化に伴う新たな課題に的確に対応するとと

もに、学習指導要領の改訂の内容を踏まえ、10年後の子どもたちの育ち・学びを見据えた

新たな教育ビジョンを策定します。 

 

○ 本報告書における評価や学識経験者の知見を今後の教育施策の展開に反映させるととも

に、新たな教育ビジョンの策定に活かしていきます。今後も、こうした点検・評価の取組

みを通して、次代を担う子どもたちが地域や社会とのつながりの中でのびのびと健やかに

成長していけるよう、学校・家庭・地域の連携・協働により、新宿区の教育の一層の充実

に取り組んでいきます。 
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